
MARCONSULT SCHIFFAHRT GMBH 
（船舶管理会社に対する安全勧告） 

 
(2021.2.18 安全勧告) 

 

(コンテナ船 APL GUAM コンテナ船 MARCLIFF コンテナ船HANSA STEINBURG 衝突事故 

京浜港横浜第5区YL4錨地 2019.3.21 発生) 

 

 運輸安全委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、同種事故の再発防止に資するため、APL 

GUAM の船舶管理会社である APL MARITIME LTD 及び MARCLIFF の船舶管理会社である 

MARCONSULT SCHIFFAHRT GMBH に対し、以下のとおり勧告する。 

 

 APL MARITIME LTD 及び MARCONSULT SCHIFFAHRT GMBH は、管理、または、運航する全船

舶の船長等に対し、次の事項について、確実に実施するよう指導すべきである。 

(1)   大型船舶は、錨泊船が存在し、狭隘となった錨地内で他船と進路が交差して接

近するなどの状況を極力回避すること。 

(2)   船長は、他船の接近を認めた場合、他船の動静を思い込みで判断することなく、

ＶＨＦによる交信を積極的、かつ適切に行うことにより、互いの操船意図を早期に

確認すること。 

(3)  船長は、周囲の航行船舶及び錨泊船の状況等を考慮し、他船と著しく接近するこ

とになるかどうか又は他船と衝突のおそれがあるかどうかを判断し、他船と著し

く接近することになり、又は他船と衝突のおそれがあると判断した場合、十分に余

裕のある時期に、早期に減速するなどの衝突を避けるための措置を講じること。 

 

 


